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 公営住宅等長寿命化計画の目的 

 目的 

 「様似町公営住宅等長寿命化計画」は、様似町が管理している公営住宅等の整備・事

業に関する計画であり、公営住宅等における長期にわたる効率的な維持管理や、改善・

建替などの関連事業の推進に資することを目的とするものです。 

 様似町においては、平成 22 年度に当初の「様似町公営住宅等長寿命化計画」の策定

を行い、その後、平成 27 年度と令和 2 年度に見直しを行い、栄町団地の建替事業や港

町団地・大通第１団地・錦町団地の長寿命化型改善を実施するなど、公営住宅等の計画

的な整備を推進しているところです。 

 しかし、町内には、老朽化した住宅の立地がみられる状況であり、一方、十分な安全

性や居住性を備えた住宅においては、予防保全的な観点からの維持管理や改善を行い、

長期間にわたり管理していくことが必要となっています。 

 本計画は、社会情勢の変化や事業の進捗等に応じて、概ね 5 年ごとに定期的な見直

しを行うこととされており、様似町においても令和 2 年度の見直しから約 5 年を経過

した現在、昨今の財政状況や社会状況、各団地の老朽状況等を勘案し、効率的かつ効果

的な公営住宅等の管理運営に向けて、計画内容についての見直しを行い新たな計画と

して策定するものです。 

 

 

 計画の期間 

本計画は、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間を計画期間とし、様似町をと

りまく社会経済情勢の変化や事業の進捗状況等を踏まえて、概ね 5 年ごとに見直すも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西暦 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

元号 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

計
画
期
間

図 現行計画の計画期間との関連 

 

前期 5 か年 後期 5 か年 

見直し計画  （計画期間 R8～R17） 策 
定 

 

前期 5 か年 後期 5 か年 

現行計画  （計画期間 R3～R12） 策 
定 

現行計画の後期 5 か年を見直し、 

新たな計画として策定 
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 様似町の住宅等の概要 

 人口・世帯数の推移 

 人口と世帯数の推移 

国勢調査における人口・世帯数の経年変化をみると、様似町の人口は近年減少傾向

にあり、令和 2 年国勢調査では 4,043 人となっています。 

一方、世帯数についても減少を続けており、令和 2 年では 1,913 世帯となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 人口と世帯数の推移 

表 人口と世帯数の推移 

資料：国勢調査 
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 年齢別人口の推移 

様似町の年齢別人口の推移をみると、0～14 歳人口と 15～64 歳人口については減

少している一方で、65 歳以上の高齢者人口については増加している状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 年齢別人口の推移 

表 年齢別人口の推移 

資料：国勢調査 
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項目 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

0～14歳 891 697 589 449 363

15～64歳 3,831 3,439 2,949 2,432 1,970

65歳以上 1,488 1,575 1,576 1,635 1,710

不詳 0 0 0 2 0

総人口 6,210 5,711 5,114 4,518 4,043

資料：国勢調査 
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 住宅の所有関係 

 所有関係別世帯数の推移 

様似町における住宅所有形態別世帯割合の推移をみると、公営住宅等割合は近年

14％前後で推移しており、令和 2年では 13.0％となっています。 

一方、持ち家率については微増傾向で 71.7％、民営借家率については 8.9％となっ

ています。 

また、公営住宅等割合について北海道及び管内と比較すると、北海道の割合よりも

高くなっていますが、日高管内の平均とはほぼ同値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 所有関係別世帯の推移 

資料：国勢調査 

表 所有関係別世帯の推移 

資料：国勢調査 
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図 所有関係別世帯の比較（令和 2年度） 

図 日高管内の住宅所有関係別世帯数の割合（令和 2年度） 

表 所有関係別世帯の比較（令和 2年度） 

資料：国勢調査 
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　 民営借家 167 8.9% 4,835 16.8% 792,264 32.5%
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257戸 4戸

80% 100%

公営住宅 特定公共賃貸住宅

 公営住宅等の管理の状況 

様似町の公営住宅等は、令和 7年 5月末日現在で 44棟 261戸となっています。 

 

 管理種類別 

様似町の公営住宅等の戸数別内訳は、公営住宅が 257戸（98.5％）、特定公共賃貸住

宅が 4戸（1.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構造種類別 

構造別戸数では、耐火構造（耐火）と準耐火構造（簡易耐火構造 2階建）が、それ

ぞれ 108 戸（41.4％）と最も多く、木造が 39 戸（14.9％）、簡易耐火構造平屋建が 6

戸（2.3％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：様似町調べ 

図 管理種類別 

図 構造種類別 

39戸 6戸 108戸 108戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

木造
簡易耐火構造平屋建
準耐火構造（簡易耐火構造2階建）
耐火構造

資料：様似町調べ 
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12戸

5戸

79戸 109戸 56戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1LDK 2DK 2ＬＤＫ 3DK 3ＬＤＫ

 住戸型式別 

住戸型式別戸数では、3ＤＫが 109戸（41.8％）と最も多く、次いで 2LＤＫが 79戸

（30.3％）、3ＬＤＫが 56戸（21.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅の老朽化の状況 

令和 6年度末（令和 7年 3月末）で、耐用年限を経過している住戸は 18戸と全体の

6.9％を占めており、また、耐用年限の 1/2を経過している住戸は 96戸（36.8％）と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：様似町調べ 

図 住戸型式別 

資料：様似町調べ 

図 老朽化の状況 

18戸 96戸 147戸

0% 20% 40% 60% 80% 100%

耐用年限経過 耐用年限1/2経過 未経過
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 団地別概要 

駐車場（有料）が整備されている団地は、西町団地、港町団地、栄町団地、大通第

1 団地、平宇団地となっています。集会所が立地している団地は、大通第 1 団地だけ

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き家の状況 

空き家の状況をみると全体で 41 戸の空き家があり、旭団地に政策空家が 4 戸あり

ます。 

空き家率をみると、合計では 14％程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和7年5月末現在

区分 団地名 団地面積（㎡） 駐車場設置台数 集会所の有無 備考

鵜苫第１ 1,210 0 ×

鵜苫第２ 1,573 0 ×

西町 13,168 26 ×

港町 4,589 8 ×

栄町 17,689 8 ×

大通第１ 14,868 50 ○

大通第２ 3,972 0 ×

錦町 5,720 0 ×

平宇 5,003 18 ×

アポイ 578 0 ×

旭 1,179 0 ×

小計 69,549 110 -

港町 - 4 ×
公住と同じ棟
面積は公住に計上

小計 0 4 -

69,549 114 -
※駐車場設置台数は、有料駐車場のみ計上

公営住宅

特定公共賃貸住宅

合計

資料：様似町調べ 

表 団地別の概要 

資料：様似町調べ 

表 空き家の状況 

鵜苫第1 8 2 2 - 25%

鵜苫第2 4 1 1 - 25%

西町 68 16 16 - 24%

港町 8 1 1 - 13%

栄町 4 0 0 - 0%

大通第1 86 8 8 - 9%

大通第2 36 3 3 - 8%

錦町 24 5 5 - 21%

平宇 9 0 0 - 0%

アポイ 4 0 0 - 0%

旭 6 4 0 4 0%

小計 257 40 36 - 14%

港町 4 1 1 - 25%

小計 4 1 1 - 25%

261 41 37 - 14%

特定公共
賃貸住宅

合計

空き家（令和7年5月末）

合計 一般 政策空家 空き家率(政策空家を除く)
備考

公営住宅

区分 団地名
管理
戸数
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 公営住宅等入居者の現状 

 年齢構成 

入居者全員の年齢構成をみると、60代以上が半数以上と高齢化が進んでいる状況で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯人員 

入居世帯の世帯人員をみると、単身世帯が約半数と最も多く 2人世帯が次いでおり、

単身と 2人世帯の合計で 8割以上と、小規模な世帯が多くなっています。 
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公営住宅等

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上

図 年齢構成 

図 世帯人員 

資料：様似町調べ 

資料：様似町調べ 

107世帯 76世帯 20世帯

11世帯

6世帯

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公営住宅等

単身 2人 3人 4人 5人以上
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 単身高齢者世帯 

高齢化の状況をみると、入居者の約 30％が 65 歳以上の単身高齢者世帯となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 単身高齢者世帯 

資料：様似町調べ 

67世帯 153世帯

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公営住宅等

高齢単身世帯 その他世帯
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■様似町公共賃貸住宅　一覧

鵜苫第１ 1 8 S63 8 8 8 6 2 2 - 6 3 3 5 2 9 2 7

鵜苫第２ 1 4 S53 4 4 4 3 1 1 - 3 2 1 2 1 4 1 2 1

西町 12 68
H1-3,

H25-29
26 32 10 36 32 8 22 32 6 52 16 16 - 52 29 16 3 2 2 32 19 89 2 9 3 4 7 9 13 42

港町 1 8 H12 8 8 4 4 7 1 1 - 7 4 2 1 3 3 12 3 1 1 1 2 2 2 3階建て

栄町 2 4 R6 4 4 2 1 1 4 0 0 - 4 1 2 1 3 1 8 1 1 6

大通第１ 14 86
S54,57-59,

H9-11
36 50 50 28 8 29 36 21 78 8 8 - 78 32 32 9 4 1 40 20 146 7 14 10 14 15 19 18 49

耐火：5
階建て

大通第２ 3 36 H4-6 36 36 18 18 33 3 3 - 33 22 6 2 2 1 15 11 54 3 10 1 6 6 8 6 14 3階建て

錦町 3 24 S59-61 24 24 24 19 5 5 - 19 8 7 2 1 1 12 6 38 1 8 2 4 2 11 10

平宇 3 9 H30-R2 9 9 2 5 2 9 0 0 - 9 4 4 1 6 3 15 1 1 2 1 3 7

アポイ 1 4 S55 4 4 4 4 0 0 - 4 1 2 1 1 1 11 2 2 2 1 3 1

旭 3 6 S47,48 6 6 5 1 2 4 4 - 2 2 2 4 1 3

小計 44 257 - 39 6 108 104 143 96 18 12 5 79 109 52 217 40 40 0 217 106 75 20 11 5 121 67 390 19 43 20 28 37 43 59 141

港町 (1) 4 H12 4 4 4 3 1 1 - 3 1 1 1 8 1 2 1 3 1
公住と同
じ棟

小計 0 4 - 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 8 1 2 0 1 3 1 0 0

44 261 - 39 6 108 108 147 96 18 12 5 79 109 56 220 41 41 0 220 107 76 20 11 6 121 67 398 20 45 20 29 40 44 59 141

特定
公共
賃貸
住宅

団地名

管理の状況（令和7年5月末日現在）

3LDK3DK2LDK2DK1LDK
耐用
年限
経過

耐用
年限
1/2
経過

耐用
年限
1/2
未満

木造

棟数
（棟）

管理
戸数
（戸）

建設
年度

老朽化状況（戸）
R6年度末時点

合計

20
歳代

公営
住宅

10
歳代

10歳
未満

65歳
以上
単身

世帯主
が65歳
以上

簡易
耐火
構造

平屋建

準耐火
構造
(簡易
耐火
構造

2階建)

合計
入居
者

総数

入居
世帯
数

政策一般

入居
世帯
数

区分

間取り（戸）

1人
世帯

30
歳代

構造（戸）

耐火
構造

備考

入居世帯の状況（世帯） 入居者の年齢構成（人）

入居の状況（令和7年5月末日現在）

70
歳

以上

60
歳代

50
歳代

40
歳代

5人
以上
世帯

4人
世帯

3人
世帯

2人
世帯

空家（戸）
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表　様似町　耐用年限の経過状況 耐用年限は、簡平：30年、木平：30年、準耐火・簡２：45年、耐火：70年

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

鵜苫第１団地 1 8 63-1 8 準耐火（簡2） S63 建設

鵜苫第２団地 1 4 53-1 4 準耐火（簡2） S53 建設

1-1 8 準耐火（簡2） H1 建設

1-2 8 準耐火（簡2） H1 建設

2-1 8 準耐火（簡2） H2 建設

2-2 10 耐火 H2 建設

3-1 8 準耐火（簡2） H3 建設

25-1 4 木平 H25 建設

25-2 4 木平 H25 建設

26-1 4 木平 H26 建設

27-1 4 木平 H27 建設

28-1 4 木平 H28 建設

28-2 4 木平 H28 建設

29-1 2 木平 H29 建設

港町団地 1 8 12-1 8 耐火 H12 建設

1 2 木平 R6 建設

2 2 木平 R6 建設

54-1 2 準耐火（簡2） S54 建設

54-2 2 準耐火（簡2） S54 建設

54-3 2 準耐火（簡2） S54 建設

54-4 2 準耐火（簡2） S54 建設

57-1 4 準耐火（簡2） S57 建設

57-2 4 準耐火（簡2） S57 建設

57-3 4 準耐火（簡2） S57 建設

58-1 4 準耐火（簡2） S58 建設

58-2 4 準耐火（簡2） S58 建設

58-3 4 準耐火（簡2） S58 建設

59-2 4 準耐火（簡2） S59 建設

9-1 15 耐火 H9 建設

10-1 20 耐火 H10 建設

11-1 15 耐火 H11 建設

4-1 12 耐火 H4 建設

5-1 12 耐火 H5 建設

6-1 12 耐火 H6 建設

59-1 8 準耐火（簡2） S59 建設

60-1 8 準耐火（簡2） S60 建設

61-1 8 準耐火（簡2） S61 建設

3 1 3 木平 H30 建設

3 2 3 木平 R1 建設

3 3 3 木平 R2 建設

アポイ団地 1 4 55-1 4 準耐火（簡2） S55 建設

47-5 2 簡平 S47 建設

47-6 2 簡平 S47 建設

48-2 2 簡平 S48 建設

計 44 257 257

港町団地 - 4 （1） 4 耐火 H12 建設

計 0 4 4

44 261 261

平宇団地 3

構造

合計

住棟番号 戸数

旭団地 3

棟数
管理
戸数

公営住宅

特定公共
賃貸住宅

6

86

大通第２団地

区分

西町団地

団地名

12 68

錦町団地

栄町団地

大通第１団地

備考
建設
年度

3 24

2

14

3 36

4

耐用1/2経過耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用経過耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用経過耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用経過

耐用経過

耐用経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用経過

耐用1/2経過

耐用経過

耐用1/2経過

耐用1/2経過

耐用経過
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図 各団地の位置 

市街地部分

市街地部分

公営住宅

特定公共賃貸住宅

＜　凡　例　＞

建設年度 構造 棟数 戸数
H30 木平 1 3
R1 木平 1 3
R2 木平 1 3

計 - 3 9

平宇団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｓ63 準耐火（簡2） 1 8

計 - 1 8

鵜苫第1団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｈ12 耐火 1 8

計 - 1 8

港町団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｓ54 準耐火（簡2） 4 8
Ｓ57 準耐火（簡2） 3 12
Ｓ58 準耐火（簡2） 3 12

Ｓ59 準耐火（簡2） 1 4
Ｈ9 耐火 1 15
Ｈ10 耐火 1 20
Ｈ11 耐火 1 15

計 - 14 86

大通第1団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｈ4 耐火 1 12
Ｈ5 耐火 1 12
Ｈ6 耐火 1 12

計 - 3 36

大通第2団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｈ1 準耐火（簡2） 2 16
H2 準耐火（簡2） 1 8
H2 耐火 1 10

Ｈ3 準耐火（簡2） 1 8
H25 木平 2 8
H26 木平 1 4
H27 木平 1 4

H28 木平 2 8

H29 木平 1 2

計 - 12 68

西町団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｓ59 準耐火（簡2） 1 8

Ｓ60 準耐火（簡2） 1 8

Ｓ61 準耐火（簡2） 1 8

計 - 3 24

錦町団地

建設年度 構造 棟数 戸数
R6 木平 2 4

計 - 2 4

栄町団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｓ47 簡平 2 4

Ｓ48 簡平 1 2

計 - 3 6

旭団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｓ55 準耐火（簡2） 1 4

計 - 1 4

アポイ団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｈ12 耐火 （１） 4
計 - （１） 4

港町団地

建設年度 構造 棟数 戸数
Ｓ53 準耐火（簡2） 1 4

計 - 1 4

鵜苫第2団地
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 長寿命化に関する基本方針 

 長寿命化に関する基本方針 

 ストックの状態把握（定期点検及び日常点検）・修繕の実施・データ管理に関する方

針 

様似町では今後、予防保全的な修繕や改善を的確に実施できるよう、以下に示す方

針により公営住宅等の状態を把握します。 

・様似町が管理している公営住宅等について、整備、修繕等の維持管理データを

住棟単位で適切に整理します。 

・公営住宅等について、定期的な点検を実施し、必要に応じて修繕を実施するな

ど予防保全的な維持管理に努めます。 

・整備、修繕等の履歴に関するデータを整備し、必要に応じて随時情報を確認で

きる仕組みをつくります。 

・今後、管理する公営住宅等の整備・管理データを団地別、住棟別に整理し、修繕

や建替等の履歴を随時確認できる仕組みを整えます。 

・公営住宅等の定期的な点検を実施するとともに、予防保全的な維持管理を実施し

ます。 

 

 

 改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

公営住宅の長寿命化を図るには、建物の老朽化や劣化による、事故、居住性の低下を

未然に防止する予防保全的な維持管理が重要になっています。 

そこで次の方針によって、問題が生じる前の適切な対応を図り、公営住宅等の長寿命

化等に向けて取り組みます。 

・定期点検など予防保全的な維持管理に努めるとともに、必要に応じ耐久性の向

上を図る改善を実施し、公営住宅等の長寿命化を図ります。 

・改善に当たっては、仕様のグレードアップ化を図ることによって耐久性を高め、

ライフサイクルコストの縮減を図ります。 
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 長寿命化を図るべき公営住宅等 

 対象 

令和 8 年 4 月 1 日時点にて、様似町が管理を予定している公営住宅等合計 46 棟 265

戸（令和 7年度建設の、栄町団地 2棟 4戸を含む）を対象とします。 

  

 

 事業手法の選定フロー 

公営住宅等ストックの事業手法の選定は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改訂）

平成 28年 8月（国土交通省住宅局住宅総合整備課）」の事業手法の選定フローに従い、

公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計と、１～３次の判定によ

って行います。 

 

このうち、１次判定は、団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・

住棟の事業手法の仮設定を行います。具体的には次の視点から事業手法を仮設定しま

す。 

①団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

②住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

 

２次判定は、１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事

業手法の仮設定を行います。具体的には次の視点から事業手法を仮設定します。 

①ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の比較や当面の建替事業量の試算を踏まえ

た事業手法の仮設定 

②将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

 

３次判定は、集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定と、事

業費の試算及び事業実施時期の調整検討などから、長期的な管理の見通しを作成し、計

画期間における事業手法の決定を行います。 
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事業手法の選定フローは以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】

②１次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定

ⅰ）需要
ⅱ）効率性
ⅲ）立地

左記以外

ⅰ）～ ⅲ）
全てが活用
に適する

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（ 改善可能）
優先的な対応が必要

（ 改善不可能）

維持管理する団地 維持管理 改善、又は建替
優先的な改善、

又は優先的な建替
優先的な建替

継続管理について
判断を留保する団地

維持管理、
又は用途廃止

改善、建替、
又は用途廃止

優先的な改善、
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、
又は

優先的な用途廃止

不要 必要 可能 不可能

不要 必要

居住性に係る
評価項目の決定

居住性に係る
改善の必要性

躯体・避難の
安全性に係る改善

の可能性

躯体・避難の
安全性に係る改善

の可能性

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

④３次判定：計画期間における事業手法の決定

【 Aグループ】
③ - 1 LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定
・改善事業と建替事業の LCC 比較や、計画期間内の建替事業量の試算を踏まえ、
改善か建替かを仮設定する 。

【 Bグループ】
③ - 2 将来のストック量 を踏まえた事業手法の仮設定

・将来のストック量推計を踏まえ、「継続管理する団地」又は「当面管理する団地（建替
を前提としない）」の判定を行い、 事業手法を仮設定する。新規整備の検討も行う。

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（ 改善可能）
優先的な対応が必要

（ 改善不可能）

維持管理する団地 維持管理 改善 建替
優先的
な改善

優先的
な建替

優先的な建替

当面管理する団地
（ 建替を前提としない）

当面
維持管理

用途
廃止

改善し
当面

維持管理

用途
廃止

優先的に
改善し当
面維持管

理

優先的な
用途廃止

優先的な用途廃止

新規
整備

④ -2  事業費の試算及び事業実施時期の調整検討

事業実施機関の決定 及び 年度別事業費の試算

④ -3 長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】
全団地・住棟の供用期間、事業実施時期等を示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを作成する。

④ -4 計画期間における事業手法の決定
・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10 年以上）内における最終的な事業手法を決定する。
・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、全面的改善か個別改善かを決定する。
・計画期間内の事業予定を、公営住宅等ストッ クの事業手法別戸数表及び様式１～として整理する。

② -1  団地敷地現在の立地環境等の
社会的特性を踏まえた管理方針

② -2  住棟の現在の物理的特性による改善・可能性

②-1
②-2

③-1
③-2

問題なし 問題あり

■ 事業費の試算
・中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される新規整備、改善、
建替等に係る年度別事業費を試算する。

■ 事業実施時期の調整
・事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある
場合は、事業実施時期を調整して改めて試算し、問題が

ないか確認を行う。

④ -1  集約・再編等の可能性を踏まえた団 地・住棟の
事業手法の再判定

・集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異 なる事業手法

に判定された住棟が混在する団 地等は、効率的な事業実施の
ため、必要に応じ て建替や改善等の事業手法を再判定する。

・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの 対応等の観点
から総合的な検討を行う。

【事業手法選定のフロー】 



- 17 - 

 公営住宅等需要の見通し 

 上位計画等による推計 

様似町における「様似町まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン（令和 3 年 3 月改

訂）」によると、将来の人口展望は次のように述べられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに基づき、以下に 2 パターンの検討を行います。 

  

【様似町人口ビジョン（R3.3）】 人口の将来推計-人口の将来展望 

図 第 9 次総合計画、人口ビジョンにおける将来人口 

【R17 の人口について】 

 ・上限値 3,100＋（3,300-3,100）/2＝3,100＋200/2＝3,100＋100＝3,200 人 

 ・下限値 3,100-（3,100-2,200）/2 ＝3,100―900/2＝3,100―450＝2,650 人 

3,500

3,000

2,500

2,000

R12 R17 R22 R27

人 9 次総合計画 R12 目標 

3,100人 3,200 人 

2,650 人 

3,300人 

2,200人 

人口ﾋﾞｼﾞｮﾝによる上限値 

人口ﾋﾞｼﾞｮﾝによる下限値 

R2 国調人口 
：4,043 人 
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 令和 17 年の総人口：上限値（3,200人）の場合の試算 

① 目標年次（令和 17年）における総人口 

前述より、目標年次の総人口を 3,200 人と想定します。 

■令和 17 年の様似町の総人口：3,200人 

 

 

② 目標年次（令和 17年）における一般世帯人員 

様似町における「総人口」に対する「一般世帯人員」の現況割合（R2 国勢調査）か

ら、令和 17 年の一般世帯人員は以下のように想定されます。 

※一般世帯：総人口から施設等の世帯を除いた世帯 

・R2 の一般世帯人員／総人口＝3,956／4,043＝97.8％ 

・R17 の一般世帯人員＝R17 総人口（3,200 人）×97.8％＝3,130 人 

■令和 17 年の様似町の一般世帯人員：3,130 人 

 

 

③ 目標年次（令和 17年）における主世帯数 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）においては、令和 6 年 11 月 22 日に北海

道の「一般世帯における平均世帯人員」の推計値の公表を行っており、令和 17 年での

北海道値は 1.83 とされています。一方、様似町の推計は行われていないことから、上

記の北海道値との割合により想定することとします。 

・R2：北海道値：2.04  様似町値：2.07  様似町／北海道＝1.01 

これより、令和 17 年における様似町の「一般世帯における平均世帯人員」は、 

1.83×1.01＝1.85 となることから、令和 17 年における様似町の一般世帯数は次の

ように想定されます。 

・R17 の一般世帯人員（3,130）／1.85＝1,692≒1,690 

■令和 17 年の様似町の一般世帯数：1,690世帯 

 

ここで、様似町における「一般世帯数」に対する「主世帯数」の現況割合（R2 国調）

より、令和 17 年における様似町の主世帯数は以下のように想定されます。 

※主世帯：持ち家・公営等借家・民営借家・給与住宅に住む世帯 

・R2 の主世帯数／一般世帯数＝1,860／1,909＝97.4％ 

・R17 の主世帯数＝R17 一般世帯数（1,690 世帯）×97.4％＝1,646≒1,645 世帯 

■令和 17 年の様似町の主世帯数：1,645世帯 
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④ 目標年次（令和 17年）における住宅所有関係別世帯数 

様似町の主世帯に対する公営住宅等割合の現況値（R2）は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10 年程度は所有関係割合に大きな変化はなく、概ね現行割合程度とすると、将

来の様似町の住宅所有関係別世帯数は次のように想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 様似町の住宅所有関係別世帯数・割合（R2 国勢調査） 

世帯数（世帯） 構成比

1,860 100.0%

持ち家 1,346 72.4%

公営住宅等 243 13.1%

民営借家 167 9.0%

給与住宅 104 5.6%

項目

令和2年

主世帯

実数 構成比

1,860 1,645 世帯程度 100%

持ち家 1,346 持ち家 1,180 世帯程度 72%

公営住宅等 243 公営住宅等 215 世帯程度 13%

民営借家 167 民営借家 150 世帯程度 9%

給与住宅 104 給与住宅 100 世帯程度 6%

主世帯

実数項目

令和17年（想定値）

主世帯

現況値（R2国勢調査）

項目

表 様似町の令和 17 年における住宅所有関係別世帯数の内訳 
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 令和 17 年の総人口：下限値（2,650人）の場合の試算 

① 目標年次（令和 17年）における総人口 

前述より、目標年次の総人口を 2,650 人と想定します。 

■令和 17 年の様似町の総人口：2,650人 

 

 

② 目標年次（令和 17年）における一般世帯人員 

様似町における「総人口」に対する「一般世帯人員」の現況割合（R2 国勢調査）か

ら、令和 17 年の一般世帯人員は以下のように想定されます。 

※一般世帯：総人口から施設等の世帯を除いた世帯 

・R2 の一般世帯人員／総人口＝3,956／4,043＝97.8％ 

・R17 の一般世帯人員＝R17 総人口（2,650 人）×97.8％＝2,592≒2,590 人 

■令和 17 年の様似町の一般世帯人員：2,590 人 

 

 

③ 目標年次（令和 17年）における主世帯数 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）においては、令和 6 年 11 月 22 日に北海

道の「一般世帯における平均世帯人員」の推計値の公表を行っており、令和 17 年での

北海道値は 1.83 とされています。一方、様似町の推計は行われていないことから、上

記の北海道値との割合により想定することとします。 

・R2：北海道値：2.04  様似町値：2.07  様似町／北海道＝1.01 

これより、令和 17 年における様似町の「一般世帯における平均世帯人員」は、 

1.83×1.01＝1.85 となることから、令和 17 年における様似町の一般世帯数は次の

ように想定されます。 

・R17 の一般世帯人員（2,590）／1.85＝1,400 

■令和 17 年の様似町の一般世帯数：1,400世帯 

 

ここで、様似町における「一般世帯数」に対する「主世帯数」の現況割合（R2 国調）

より、令和 17 年における様似町の主世帯数は以下のように想定されます。 

※主世帯：持ち家・公営等借家・民営借家・給与住宅に住む世帯 

・R2 の主世帯数／一般世帯数＝1,860／1,909＝97.4％ 

・R17 の主世帯数＝R17 一般世帯数（1,400 世帯）×97.4％＝1,364≒1,365 世帯 

■令和 17 年の様似町の主世帯数：1,365世帯 
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④ 目標年次（令和 17年）における住宅所有関係別世帯数 

様似町の主世帯に対する公営住宅等割合の現況値（R2）は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10 年程度は所有関係割合に大きな変化はなく、概ね現行割合程度とすると、将

来の様似町の住宅所有関係別世帯数は次のように想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上記の下限値の公営住宅等フレームにおいても、「国のストック推計プログラ

ム」による、著しい困窮年収水準未満世帯数（公営住宅等で対応すべき最低必要戸数）

の試算結果（116 世帯程度）を上回っている状況です。 

※国のストック推計プログラム：「住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム 市町村版 

（国土交通省国土技術政策総合研究所 令和 4 年 1 月）」 

 

 

  

表 様似町の住宅所有関係別世帯数・割合（R2 国勢調査） 

世帯数（世帯） 構成比

1,860 100.0%

持ち家 1,346 72.4%

公営住宅等 243 13.1%

民営借家 167 9.0%

給与住宅 104 5.6%

項目

令和2年

主世帯

表 様似町の令和 17 年における住宅所有関係別世帯数の内訳 

実数 構成比

1,860 1,365 世帯程度 100%

持ち家 1,346 持ち家 985 世帯程度 72%

公営住宅等 243 公営住宅等 175 世帯程度 13%

民営借家 167 民営借家 125 世帯程度 9%

給与住宅 104 給与住宅 80 世帯程度 6%

主世帯 主世帯

現況値（R2国勢調査） 令和17年（想定値）

項目 項目 実数
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 目標年次における公営住宅等戸数の考え方について 

様似町においては、「第 9次様似町総合計画」において、「まちづくりの重点的な取組

方針」の一つとして「様似町の『住みよさ』向上」を掲げ、子どもから高齢者まであら

ゆる世代が安心して暮らせるまちづくりを進めることとしています。 

また、「様似町まち・ひと・しごと創生 第 2期総合戦略」では、基本目標の一つと

して、「地域とのつながりを築き、地域への新しいひとの流れをつくる」とし、「移住か

ら定住へとつながる新しいひとの流れを創出」することとしています。 

この実現に向けては、住宅セーフティネットを担う公営住宅等の果たすべき役割は

大きいものと考えられます。 

 

前述推計から、総人口の設定により幅がみられるところですが、最大で 215世帯程度

の公営住宅等の受け皿が必要とされ、これは現状の入居世帯（R7年 5月末で 220世帯）

とほぼ同程度といえます。 

 

このようなことを踏まえ、当面は、現在の入居世帯に対する受け皿確保を前提としな

がらも、計画開始時点（令和 8 年 4 月 1 日）の管理戸数 265 戸よりも若干の戸数減と

し、250～260戸程度を目標としていきます。 

 

なお、今後の公営住宅等の供給にあたっては、都度入居需要等を見極めながら適切に

行っていくとともに、町総合計画の改定などによる将来人口の設定等を踏まえ、集約・

再編・統合の視点を持ちながら、柔軟な姿勢で管理戸数の見直し等を行っていくことと

します。 
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 事業手法の選定 

以下に、国により示されている「事業手法判定のフロー」にもとづき、3つの段階に

より事業手法の判定を行います。 

 

 1次判定 

団地の管理方針と住宅の改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設

定 

１次判定では、「団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」

と「住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の２つの視点から事業手

法を仮設定します。 

 

 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

【需要による判定】 

団地の入居状況について評価します。全団地の中で特に需要が低い団地はみら

れません。 

 

【効率性による判定】 

国の指針においては、敷地の高度利用等の検討についての記載がありますが、

様似町の場合、特段の高度利用の必要がある団地はみられません。 

 

【立地による判定】 

様似町においては、まちの地形条件や産業特性から市街地が数か所に分散して

いることを踏まえ、公営住宅等については、地域の生活や産業を支える定住の受

け皿として、それぞれ継続的な管理が必要といえます。 

「様似町津波ハザードマップ」によると、市街地の多くが 10ｍ以上の浸水予想

エリアとなっています。また、「様似町洪水ハザードマップ」では、まちの中心部

が広範囲に浸水想定エリアとなっています。これらへの対応として、日常からの

意識啓発とともに避難路の整備等により、安全かつ迅速な避難に向けた環境づく

りがなされています。 

また、土砂災害に関して、様似町においては「土砂災害特別警戒区域（レッド

ゾーン）」に位置する公営住宅等はみられません。 
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【１次判定－①　団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針】

市街地
地域ﾊﾞﾗﾝｽ

災害危険
区域等

鵜苫第１ 1 8 63-1 1 8 S63
準耐火
（簡2）

2 ○ - ○ △津波
継続
管理

鵜苫第2 1 4 53-1 1 4 S53
準耐火
（簡2）

2 ○ - ○ △津波
継続
管理

1-1
～2-2

3 24 H1,2
準耐火
（簡2）

2 - ○
継続
管理

3-1 1 8 H3
準耐火
（簡2）

2 - ○
継続
管理

2-2 1 10 H2 耐火 2 - ○
継続
管理

25-1
～29-1

7 26 H25～29 木平 1 - ○
継続
管理

港町 1 8 12-1 1 8 H12 耐火 3 ○ - ○ △津波
継続
管理

栄町 4 8 R6.7 4 8 R6,7 木平 1
継続
管理

54-1
～54-4

4 8 S54
準耐火
（簡2）

2 - ○
継続
管理

57-1
～58-3

6 24 S57,58
準耐火
（簡2）

2 - ○
継続
管理

59-2 1 4 S59
準耐火
（簡2）

2 - ○
継続
管理

9-1
～11-1

3 50 H9～11 耐火 5 - ○
継続
管理

5階建て

大通第２ 3 36
4-1

～6-1
3 36 H4～6 耐火 3 ○ - ○

△津波
△洪水

継続
管理

錦町 3 24
59-1

～61-1
3 24 S59～61

準耐火
（簡2）

2 ○ - ○
△津波
△洪水

継続
管理

平宇 3 9
H30-1
～R2-1

3 9 H30～R2 木平 1 ○ - ○ △津波
継続
管理

アポイ 1 4 55-1 1 4 S55
準耐火
（簡2）

2 ○ - ○ ○
継続
管理

旭 3 6
47-5

～48-2
3 6 S47,48 簡平 1 ○ - ○ △津波

継続
管理

小計 46 261 - 46 261 - - - - - - - -

港町
公住と
同じ棟

4
公住と
同じ棟

- 4 H12 耐火 3 ○ - ○ △津波
維持
管理

小計 0 4 - 0 4 - - - - - - - -

46 265 - 46 265 - - - - - - - -

区分

大通第１

公営
住宅

団地名
団地
戸数

団地
棟数

棟番号

14

西町

表中の記号の凡例　　「○」：要件を満たしている事項　　「△」：避難環境の整備等で対応する事項
※管理棟数・戸数は、令和8年4月1日現在
※「栄町団地」は、現在建替事業を実施中であることから判定から除外する

仮
判定

備考

68

構造 階数 需要

○

合計

建設
年度

○

12

特定
公共
賃貸
住宅

86

管理
戸数

棟数

△津波
△洪水

△津波
△洪水

効率
性

立地

建替事業継続中
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 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

 

【躯体の安全性】 

昭和 56年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施工された住棟か

を評価しますが、公営住宅等においては、昭和 56年以前の住宅についても、簡易

耐震診断により安全性が確認されています。 

【避難の安全性】 

二方向避難及び防火区画の確保状況については、全団地とも確保されています。 

【居住性や事業の必要性】 

居住性や事業の必要性についての評価項目として、以下を設定します。 

①住戸面積 

・「公営住宅等整備基準」第九条に示されている最低居住面積水準（25 ㎡）

以上を満たしているかを評価します。 

②浴室 

・居住環境において重要とされる浴室の有無について評価します。 

③劣化状況 

・これまでの事業経緯や経過年数、また日常的な管理等を踏まえ、中長期的

な活用に向けて屋根・外壁の劣化などが懸念される団地の有無を評価しま

す。 

 

 次に団地別の判定結果を示します。 
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【１次判定－②　住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性】

面積 浴室

鵜苫第１ 1 8 63-1 1 8 S63
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ -

鵜苫第2 1 4 53-1 1 4 S53
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ -

1-1
～2-2

3 24 H1,2
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ -

3-1 1 8 H3
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ -

2-2 1 10 H2 耐火 2 ○ ○ ○ ○ -

25-1
～29-1

7 26 H25～29 木平 1 ○ ○ ○ ○ -

港町 1 8 12-1 1 8 H12 耐火 3 ○ ○ ○ ○ -

栄町 4 8 R6.7 4 8 R6,7 木平 1

54-1
～54-4

4 8 S54
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ ●

57-1
～58-3

6 24 S57,58
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ -

59-2 1 4 S59
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ ●

9-1
～11-1

3 50 H9～11 耐火 5 ○ ○ ○ ○ -

大通第２ 3 36
4-1

～6-1
3 36 H4～6 耐火 3 ○ ○ ○ ○ -

錦町 3 24
59-1

～61-1
3 24 S59～61

準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ -

平宇 3 9
H30-1
～R2-1

3 9 H30～R2 木平 1 ○ ○ ○ ○ -

アポイ 1 4 55-1 1 4 S55
準耐火
（簡2）

2 ○ ○ ○ ○ ●

旭 3 6
47-5

～48-2
3 6 S47,48 簡平 1 ○ ○ ○ ○ ●

小計 46 261 - 46 261 - - - - - - - -

港町
公住と
同じ棟

4
公住と
同じ棟

- 4 H12 耐火 3 ○ ○ ○ ○ -

小計 0 4 - 0 4 - - - - - - - -

46 265 - 46 265 - - - - - - - -

表中の記号の凡例　「○」：要件を満たしている事項　　「●」：必要性のある事項
※管理棟数・戸数は、令和8年4月1日現在

特定
公共
賃貸
住宅

合計

団地名
団地
棟数

公営
住宅

西町

備考階数
団地
戸数

棟番号
避難
の安
全性

建替事業継続中

68

居住性

棟数
管理
戸数

外壁等
改善
の

必要性

建設
年度

構造

12

躯体
の安
全性

区分

大通第１ 14 86
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 1次判定結果 

 前述の検討結果に基づき、1次判定での事業手法を以下のように仮設定します。 
 

■継続管理する団地 

耐用年限未経過かつ居住性の評価において今後とも活用可能と判断される以下の

団地・住棟について、維持管理と仮判定します。 

「鵜苫第 1団地」「西町団地」「港町団地（公営・特公）」 

「大通第 1（S57.58、H9～11）」「大通第 2団地」「錦町団地」「平宇団地」 

 

 外壁等の改修が必要とされる「大通第 1 団地（S54.59）」「アポイ団地」「旭団地」

については、改善、又は建替と仮判定します。 

 なお、「鵜苫第 2団地」については、令和 6年度に外壁改修を実施していることか

ら、当面は維持管理を行います。 

 

■継続管理について判断を保留する団地  （該当なし） 

 

現在建替事業を実施している「栄町団地」は、継続して事業を行うことから優先的

な建替とします。 
 

【1次判定結果－検討結果による事業手法の仮設定】 

②-2 

②-1 
改善不要 改善が必要 

優先的対応が必要 

（改善可能） 

優先的対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理 

する団地 

-維持管理- 
-改善、又は建替- 

-優先的な改善、 

又は優先的な建替- 
-優先的な建替- 

○鵜苫第 1 

○鵜苫第 2 

○西町 

○港町(公営・特公) 

○大通第 1(S57.58、H9～11) 

○大通第 2 

○錦町 

○平宇 

○大通第 1(S54.59) 

○アポイ 

○旭 

 

 

（該当無） 

○栄町 

継続管理 

について 

判断を留保 

する団地 

-維持管理、又は用途廃止- -改善、建替、又は用途廃止- 

-優先的な改善、 

優先的な建替、又は 

優先的な用途廃止- 

-優先的な建替、又は 

優先的な用途廃止- 

 

（該当無） 

 

（該当無） 

 

（該当無） 

 

（該当無） 
 
  

Ｂグループ 

Ａグループ 
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 2次判定 

２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断を保留した団地・住棟

の事業手法の仮設定を行います。 

 

■Ａグループの団地 

「大通第 1団地（S54.59）」「旭団地」「アポイ団地」については、計画期間にて

耐用年限を経過し改善では十分な効果が見込まれないことから、建替と仮判定しま

す。 

 

■Ｂグループの団地  （該当なし） 

 

 

【２次判定結果-事業手法の仮設定】 

新 

規 

整 

備 

 

 

該 

当 

な 

し 

 

 改善不要 改善が必要 

優先的な 

対応が必要 

（改善可能） 

優先的な 

対応が必要 

（改善不可

能） 

継続管

理する 

団地 

-維持管理- -改善- -建替- 
-優先的な 

改善- 
-優先的な 

建替- 
-優先的な 

建替- 

○鵜苫第 1 

○鵜苫第 2 

○西町 

○港町(公営・特公) 

○大通第 1(S57.58、H9

～11) 

○大通第 2 

○錦町 

○平宇 

 

 

 

(該当無) 

○大通第 1(S54.59) 

○アポイ 

○旭 

 

 

 

(該当無) 

 

 

 

(該当無) 

○栄町 

当面管

理する 

団地 

(建替を 

前提と 

しない) 

-当面 

維持管理- 
-用途廃止- 

-改善し当面 

維持管理- 
-用途廃止- 

-優先的に 
改善し当面 

維持管理- 

-優先的な 

用廃- 

-優先的な 

用廃- 

(該当無)  (該当無) (該当無) (該当無) (該当無) (該当無) (該当無) 
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 3次判定 

3次判定においては、「集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再

判定」と「事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」から「長期的な管理の見通

し」を作成し、「計画期間における事業手法の決定」を行います。 

 

 

 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

【団地単位での効率的活用に関する検討】 

「大通第 1団地」は、合計戸数が 86戸と町内で最も規模の大きい団地です。 

2 次判定において「建替」と仮判定した 5 棟 12 戸については、同じエリアに位

置し、また、隣接する長期的活用が可能な耐火住棟（5階建）への入居者移転が可

能なことから、団地単位での効率的活用の視点から、用途廃止とします。 

また、そのほかの公営住宅等においても、予防保全的な視点を持ちながら、外壁

改修や屋根の塗装・葺替なども適宜実施し、団地単位での効率的な活用を図りなが

ら良好な住環境づくりを行っていきます。 

 

【集約・再編等の可能性に関する検討】 

様似町においては、前述したように、公営住宅等は住宅セーフティネットとして

の役割を確保しながらも、今後の人口の推移を見据え以下のような視点から、集

約・再編・統合に取り組んでいくこととします。 

○郡部団地について 

鵜苫地区には、2つの団地（鵜苫第 1団地、鵜苫第 2団地）が立地しており、

現状は両団地とも一定程度の入居がある状況ですが、今後の入居者の動向を

鑑みながら、構想期間において集約・統合の可能性を検討していきます。 

○市街地内団地について 

中長期を見据えた管理戸数の設定に向け、計画期間内においては、上述した

「大通第１団地」における団地内移転を進め、住棟の除却を行います。 

また、そのほかの今後耐用年限を迎える団地についても、今後の入居者の動

向等を把握しながら、中長期的な集約・再編・統合の可能性を探っていきます。 

 

【地域ニーズへの対応等の総合的な検討】 

■まちづくりの視点 

まちの地形や産業形態などから、市街地が海岸沿いに分散している特性を踏ま

え、今後とも地域の定住を支えるセーフティネットとしての役割に基づき、郡部

に位置する公営住宅については、継続的な居住の受け皿確保を目指します。 
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また、民間賃貸住宅が少ないといった地域の課題を踏まえ、公営住宅の空き住

戸については、移住や地場産業の支援のための目的外使用を検討するなど、まち

づくり・地域振興の視点にて既存ストックの効果的な活用を図っていきます。 

■他の事業主体等の連携の視点など 

 国の指針によると、複数の事業主体が混在する場合における連携・事業間調整

の視点が記載されていますが、様似町においては、このような特段の連携・事業

間調整が必要な団地はみられません。 
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【３次判定結果－団地・住棟事業手法の再判定】

効率的
活用

集約・
再編

地域
ﾆｰｽﾞ

鵜苫第１ 1 8 63-1 1 8 S63
準耐火
（簡2）

維持
管理

維持
管理

○
中長期

○
○

維持
管理

鵜苫第２ 1 4 53-1 1 4 S53
準耐火
（簡2）

維持
管理

維持
管理

○
中長期

○
○

維持
管理

1-1
～2-2

3 24 H1,2
準耐火
（簡2）

維持
管理

維持
管理

○
中長期

○

3-1 1 8 H3
準耐火
（簡2）

維持
管理

維持
管理

○
中長期

○

2-2 1 10 H2 耐火
維持
管理

維持
管理

○

25-1
～29-1

7 26 H25～29 木平
維持
管理

維持
管理

○

港町 1 8 12-1 1 8 H12 耐火
維持
管理

維持
管理

○
維持
管理

栄町 4 8 R6.7 4 8 R6,7 木平 ○ 建替

54-1
～54-4

4 8 S54
準耐火
（簡2）

改善、
建替

建替 ○ ○ 用廃
入居者の団
地内移転

57-1
～58-3

6 24 S57,58
準耐火
（簡2）

維持
管理

維持
管理

○
中長期

○
維持
管理

59-2 1 4 S59
準耐火
（簡2）

改善、
建替

建替 ○ ○ 用廃
入居者の団
地内移転

9-1
～11-1

3 50 H9～11 耐火
維持
管理

維持
管理

○
維持
管理

大通第２ 3 36
4-1

～6-1
3 36 H4～6 耐火

維持
管理

維持
管理

○
維持
管理

錦町 3 24
59-1

～61-1
3 24 S59～61

準耐火
（簡2）

維持
管理

維持
管理

○
中長期

○
維持
管理

平宇 3 9
H30-1
～R2-1

3 9 H30～R2 木平
維持
管理

維持
管理

○ ○
維持
管理

アポイ 1 4 55-1 1 4 S55
準耐火
（簡2）

改善、
建替

建替 ○ ○ 建替

旭 3 6
47-5

～48-2
3 6 S47,48 簡平

改善、
建替

建替 ○ ○ 建替

小計 46 261 - 46 261 - - - - - - - - -

港町
公住と
同じ棟

4
公住と
同じ棟

- 4 H12 耐火
維持
管理

維持
管理

○
維持
管理

小計 0 4 - 0 4 - - - - - - - - -

46 265 - 46 265 - - - - - - - - -

※管理棟数・戸数は、令和8年4月1日現在

1次
判定

2次
判定

備考

3次判定　主な対応 計画
期間
の

事業
手法

管理
戸数

特定
公共
賃貸
住宅

公営
住宅

建設
年度

区分 団地名 構造棟番号 棟数
団地
戸数

団地
棟数

合計

維持
管理

大通第１ 14 86

建替事業中

西町 12 68
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 事業実施時期の調整・検討等 

中長期的な期間（30 年程度）を見通して、事業の実施時期の調整・検討を行い

ます。 

 

○計画期間（当面の 10年間） 

 「栄町団地」の建替事業を継続するとともに、町内で最も老朽化が進行している

「旭団地」の建替を検討します。 

 中長期を見据えた再編を視野に入れ、「大通第 1 団地（S54.59）」の入居者の移

転・集約と除却を行うとともに、「アポイ団地」の建替を検討します。 

 

○構想期間（11 年後からの 20年間） 

 人口減少に対応した管理戸数のあり方について検討を進めながら、入居需要や

まちづくりの方向性を踏まえて各団地の事業を行っていきます。 

 

 

 

 計画期間における事業手法の位置づけと中長期的な管理の見通し 

 上記を踏まえ、令和 8年度～17年度の計画期間における事業手法とともに、構想期

間における管理の見通しについて次ページに示します。 

 また、計画期間における公営住宅等ストックの事業手法別戸数は、以下のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　公営住宅等ストックの事業手法別戸数

265 戸 263 戸 251 戸

0 戸 0 戸 0 戸

259 戸 247 戸 - 戸

0 戸 0 戸 0 戸

0 戸 0 戸 0 戸

0 戸 0 戸 0 戸

0 戸 0 戸 0 戸

259 戸 247 戸 - 戸

4 戸 4 戸 8 戸

2 戸 12 戸 14 戸

1～5年目 6～10年目 合計

公営住宅等管理戸数

 ・新規整備事業予定戸数

 ・維持管理予定戸数

 うち計画修繕対応戸数

 うち改善事業予定戸数

 個別改善事業予定戸数

 全面的改善事業予定戸数

うちその他戸数

 ・建替事業予定戸数

 ・用途廃止予定戸数
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表　長期的な事業の見通し

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
R
18

R
19

R
20

R
21

R
22

R
23

R
24

R
25

R
26

R
27

R
28

R
29

R
30

R
31

R
32

R
33

R
34

R
35

R
36

R
37

鵜苫第1 1 8 1 8 S63
準耐火
（簡2）

2 8

鵜苫第2 1 4 1 4 S53
準耐火
（簡2）

2 4

3 24 H1,2
準耐火
（簡2）

2 24

1 8 H3
準耐火
（簡2）

2 8

1 10 H2 耐火 2 10

7 26 H25～29 木平 1 26

港町 1 8 1 8 H12 耐火 3 8

栄町 4 8 4 8 R6,7 木平 1 2 10

4 8 S54
準耐火
（簡2）

2 4 4 0

6 24 S57,58
準耐火
（簡2）

2 24

1 4 S59
準耐火
（簡2）

2 4 0

3 50 H9～11 耐火 5 50

大通第2 3 36 3 36 H4～6 耐火 3 36

錦町 3 24 3 24 S59～61
準耐火
（簡2）

2 24

平宇 3 9 3 9 H30～R2 木平 1 9

4

（除却） 4

2

（除却） 6

小計 46 261 46 261 - - - 247

港町
公住と
同じ棟

4 - 4 H12 耐火 3 4

小計 0 4 0 4 - - - 4

46 265 46 265 - - - 251

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

2 2 4 8

6 4 8 4 22

合計

2

建替・建設

用途廃止・除却

事業区分
年次別事業戸数

-

-

-

計画期間
の方針

建替

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

用途廃止

維持管理

維持管理

建替

建替

用途廃止

階
数

建
設

年
度

大通第1

12 68西町

旭

令和8年4月1日の状況

簡平 1

86

1 4

合計

管
理

団地名 戸
数

棟
数

総
棟
数

総
戸
数

特定
公共
賃宅
住宅

構造

3 6

アポイ 1 4

公営

14

備考11～20年後 21～30年後

構想期間計画期間 計
画
期
間
後

戸
数

前期 後期

3 6 S47,48

維持管理

維持管理

事業予定

S55
準耐火
（簡2）

2 4

老朽化状況や需要を判断して、集約・再編・統合を検討

改善の検討

老朽化状況や需要を判断して、集約・再編・統合を検討

改善の検討

改善の検討

維持管理

改善の検討

改善の検討

改善の検討

改善の検討

老朽化状況や需要を判断して、集約・再編・統合を検討

老朽化状況や需要を判断して、集約・再編・統合を検討

維持管理

維持管理



- 34 - 

 点検の実施方針 

 点検の方針 

法定点検が必要な住棟については、引き続き法令に基づく適切な点検を実施しま

す。 

法定点検の対象外の住棟においても、建築基準法第12条の規定に準じて法定点検と

同様の点検（あわせて「定期点検」とする）を実施します。 

日常点検は、年に一度程度、「公営住宅等日常点検マニュアル（平成28年8月 国土

交通省住宅局住宅総合整備課）」に則り実施することを基本とし、その他、定期点検

と合わせた実施、計画修繕前の実施等、効率的に行います。 

定期点検の結果は、それぞれデータベースに記録し、修繕・維持管理の的確な実施や

次回の点検に役立てていきます。 

 

 

 

 計画修繕の実施方針 

 計画修繕の方針 

計画修繕については、修繕項目別の修繕周期表を参考に、適宜、補修・修繕を図ると

ともに老朽化に伴う外部修繕について、状況を判断しながら適宜実施していきます。 

なお、将来的に見込まれる修繕工事の内容・修繕時期・必要となる費用等をあらかじ

め想定した上で、長期修繕計画の策定について検討します。 
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推定修繕項目
工事区

分

修繕周

期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

②手すり
取替 36年 全部撤去の上、アルミ製手すりに取替 ③ ○

補修 12年 点検、腐食部板金溶接補修、踏板交換等 ③ ○

取替 36年 全部撤去の上、取替 ③ ○

取替 24年 取替 ③ ○

取替 24年 取替 ③ ○

取替 36年 全部撤去の上、アルミ製フェンスに取替 ③ ○

⑤金物類

（メータボックス扉等）
取替 36年 撤去又はかぶせ工法 ③ ○

張替・

塗替
12年 床・壁・天井の塗替、張替等 ③ ○

張替・

塗替
12年 床・壁・天井の塗替等 ③ ○

取替 20年
硬質塩化ビニル管

亜鉛メッキ鋼管
①

⑤
○

取替 35年 硬質塩化ビニルライニング鋼管（コア継手） ① ○

取替 40年 ステンレス鋼管 ⑥ ○

取替 8年 支給品 － ○

②貯水槽 取替 25年 FRP製 ③ ○

補修 8年 オーバーホール ③ ○

取替 15年 ③ ○

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管 ① ○

取替 30年

タールエポキシ塗装鋼管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管排水用硬質

塩化ビニル管

耐火２層管

①

④

⑤

○

取替 30年

配管用炭素鋼鋼管

タールエポキシ塗装鋼管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

排水用硬質塩化ビニル管

耐火２層管

①

④

⑤

○

取替 50年 鋳鉄管 ① ○

取替 25年 排水用硬質塩化ビニル管 ① ○

取替 30年 ヒューム管 ④ ○

④雨水樋 取替 30年 硬質塩化ビニル管 ③ ○

補修 8年 オーバーホール ③ ○

取替 15年 ③ ○

取替 30年 配管用炭素鋼鋼管 ⑥ ○

取替 10年 － ○

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管 ① ○

取替 50年 被覆鋼管ポリエチレン管 ① ○

②ガス管

（屋外）

立て樋

⑤排水ポンプ 排水ポンプ

９.ガス設備

①ガス管

（屋内）

ガス管

ガスメーター

８.排水設備

①雑排水管

（屋内）

共用雑排水立て管

専用雑排水枝管

②汚水管

（屋内）

共用汚水立て管

専用汚水枝管

③排水管

（屋外）
屋外排水管

①給水管 共用給水立て管

専用給水枝管

水道メーター

受水槽、高置水槽

③給水ポンプ
揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、

直結増圧ポンプ

メーターボックスの扉、パイプ

スペースの扉等

６.共用内部

①共用内部 管理員室、集会室、内部廊下、

内部階段等の壁、床、天井

エントランスホール、エレベー

ターホールの壁、床、天井、

７.給水設備

開放廊下・階段、バルコニーの

手すり、防風スクリーン

③屋外鉄骨階段 屋外鉄骨階段

④金物類

（集合郵便受等）

集合郵便受、掲示板、宅配ロッ

カー等

笠木、架台、マンホール蓋、階

段ノンスリップ、避難ハッチ、

タラップ、排水金物、室名札、

立樋・支持金物、隔て板、物干

金物、スリーブキャップ等

屋上フェンス等

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等

推定修繕項目
工事

区分

修繕

周期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

補修 12年 伸縮目地の打替、保護コンクリート部分補修 ③ ○

修繕 24年 下地調整の上、露出防水（かぶせ方式） ③ ○

修繕 12年 塗膜防水の上保護塗装（かぶせ方式） ③ ○

撤去・

新設
24年

既存防水層全面撤去の上下地調整、露出アスファ

ルトの防水等
③ ○

補修 12年 下地調整の上保護塗装 ③ ○

撤去・

葺替
24年 既存屋根材を全面撤去の上下地補修、葺替え ③ ○

④庇・笠木等防水
修繕 12年 高圧洗浄の下地調整、塗膜防水等 ③ ○

①バルコニー床防水
修繕 18年 高圧洗浄の上下地調整、塗膜防水等 ② ○

②開放廊下・

階段等床防水
修繕 18年 高圧洗浄の上下地調整、塗膜防水等 ② ○

①コンクリート補修

補修 18年
ひび割れ、浮き、欠損、鉄筋の発錆、モルタルの

浮き等の補修
② ○ ○

②外壁塗装 塗替 18年 高圧洗浄の上下地処理、仕上塗材塗り等 ② ○ ○ ○

③軒天塗装
塗替 18年 高圧洗浄の上下地処理、仕上塗材塗り等 ② ○ ○ ○

④タイル張補修 補修 18年 欠損、浮き、剥離、ひび割れの補修、洗浄 ② ○ ○ ○

⑤シーリング
打替 18年

既存シーリング材を全面撤去の上、下地処理、打

替え
② ○ ○

塗替 6年 下地処理の上、塗装 － ○

塗替 6年 下地処理の上、塗装 － ○

塗替 6年 下地処理の上、塗装 － ○

塗替 6年 下地処理の上、塗装 ③ ○

塗替 6年 下地処理の上、塗装 ③ ○

清掃 18年 洗浄の上、コーティング － ○

塗替 18年 下地処理の上、塗装 － ○

点検・

調整
12年

動作点検、金物（丁番、ドアチェック等）の取替

等
③ ○

取替 36年 撤去又はかぶせ工法 ③ ○

点検・

調整
12年

動作点検、金物（戸車、クレセント、ビート等）

の取替等
③ ○

取替 36年 撤去又はかぶせ工法 ③ ○

５.建具・金物等

①建具関係

住戸玄関ドア、共用部分ドア、

自動ドア

窓サッシ、面格子、網戸、

シャッター

②鉄部塗装

（非雨掛かり部分）

（鋼製）住戸玄関ドア

（鋼製）共用部分ドア、メー

ターボックス扉、手すり、照明

器具、設備機器、配電盤類、屋

内消火栓箱等

③非鉄部塗装

（アルミ製・ステンレス製等）

サッシ、面格子、ドア、手す

り、避難ハッチ、換気口等

（ボード、樹脂、木製等）隔て

板・エアコンスリーブ・雨樋等

外壁・手すり壁等

外壁目地、建具周り、スリーブ

周り、部材接合部等

４.鉄部塗装等

①鉄部塗装

（雨掛かり部分）

（鋼製）開放廊下・階段、バル

コニーの手すり

（鋼製）屋上フェンス、設備機

器、立て樋・支持金物、架台、

避難ハッチ、マンホール蓋、隔

て板枠、物干金物等

屋外鉄骨階段、自転車置場、遊

具、フェンス

バルコニーの床

（側溝、幅木を含む）

開放廊下・階段の床

（側溝、巾木を含む）

３.外壁塗装等

外壁、屋根、床、手すり壁、軒

天（上げ裏）、庇等（コンク

リート、モルタル部分）

外壁、手すり壁等

開放廊下・階段、バルコニー等

の軒天

（上げ裏）部分

②屋上防水

(露出防水)
屋上、塔屋

③傾斜屋根

屋根

庇天端、笠木天端、パラペット

天

端・アゴ、架台天端等２.床防水

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等

１.屋根防水

①屋上防水

(保護防水)
屋上、塔屋、ルーフバルコニー

【参考】修繕周期表 
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推定修繕項目
工事区

分

修繕周

期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

②手すり
取替 36年 全部撤去の上、アルミ製手すりに取替 ③ ○

補修 12年 点検、腐食部板金溶接補修、踏板交換等 ③ ○

取替 36年 全部撤去の上、取替 ③ ○

取替 24年 取替 ③ ○

取替 24年 取替 ③ ○

取替 36年 全部撤去の上、アルミ製フェンスに取替 ③ ○

⑤金物類

（メータボックス扉等）
取替 36年 撤去又はかぶせ工法 ③ ○

張替・

塗替
12年 床・壁・天井の塗替、張替等 ③ ○

張替・

塗替
12年 床・壁・天井の塗替等 ③ ○

取替 20年
硬質塩化ビニル管

亜鉛メッキ鋼管
①

⑤
○

取替 35年 硬質塩化ビニルライニング鋼管（コア継手） ① ○

取替 40年 ステンレス鋼管 ⑥ ○

取替 8年 支給品 － ○

②貯水槽 取替 25年 FRP製 ③ ○

補修 8年 オーバーホール ③ ○

取替 15年 ③ ○

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管 ① ○

取替 30年

タールエポキシ塗装鋼管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管排水用硬質

塩化ビニル管

耐火２層管

①

④

⑤

○

取替 30年

配管用炭素鋼鋼管

タールエポキシ塗装鋼管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

排水用硬質塩化ビニル管

耐火２層管

①

④

⑤

○

取替 50年 鋳鉄管 ① ○

取替 25年 排水用硬質塩化ビニル管 ① ○

取替 30年 ヒューム管 ④ ○

④雨水樋 取替 30年 硬質塩化ビニル管 ③ ○

補修 8年 オーバーホール ③ ○

取替 15年 ③ ○

取替 30年 配管用炭素鋼鋼管 ⑥ ○

取替 10年 － ○

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管 ① ○

取替 50年 被覆鋼管ポリエチレン管 ① ○

②ガス管

（屋外）

立て樋

⑤排水ポンプ 排水ポンプ

９.ガス設備

①ガス管

（屋内）

ガス管

ガスメーター

８.排水設備

①雑排水管

（屋内）

共用雑排水立て管

専用雑排水枝管

②汚水管

（屋内）

共用汚水立て管

専用汚水枝管

③排水管

（屋外）
屋外排水管

①給水管 共用給水立て管

専用給水枝管

水道メーター

受水槽、高置水槽

③給水ポンプ
揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、

直結増圧ポンプ

メーターボックスの扉、パイプ

スペースの扉等

６.共用内部

①共用内部 管理員室、集会室、内部廊下、

内部階段等の壁、床、天井

エントランスホール、エレベー

ターホールの壁、床、天井、

７.給水設備

開放廊下・階段、バルコニーの

手すり、防風スクリーン

③屋外鉄骨階段 屋外鉄骨階段

④金物類

（集合郵便受等）

集合郵便受、掲示板、宅配ロッ

カー等

笠木、架台、マンホール蓋、階

段ノンスリップ、避難ハッチ、

タラップ、排水金物、室名札、

立樋・支持金物、隔て板、物干

金物、スリーブキャップ等

屋上フェンス等

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等

推定修繕項目
工事区

分

修繕周

期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

①共通仮設 仮設 18年 仮設事務所、資材置き場等 －

②直接仮設 仮設 18年 枠組足場、養生シート等 －

①住設機器 取替 25年 ① ○

取替 15年 ① ○

取替 15年 ① ○

取替 20年 ① ○

参照文献凡例

① 公営住宅ストック総合活用計画（公共賃貸住宅ストック総合活用計画）の策定指針（案）

② ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に関する計画（ＵＲ／2014年4月）

③ 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント（国土交通省住宅局／2008年6月）

④ 建築編 マンションの維持修繕技術（平成19年度版）（（社）高層住宅管理業協会／2007年10月）

⑤ 平成17年版 建築物のライフサイクルコスト 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（建築保全センター／2005年9月）

⑥ 長期修繕計画指導・コンサル制度 長期修繕計画作成の手引き（（社）高層住宅管理業協会 マンション保全センター／2010年7月）

１７.仮設工事

１８.専用部分

浴室ユニット

②設備機器 分電盤

給湯・暖房器、バランス釜

換気扇

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等

推定修繕項目
工事区

分

修繕周

期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

①空調設備 取替 15年 ③ ○

②換気設備

取替 15年 ③ ○

取替 15年 ③ ○ ○

取替
4年

～6年
－ ○ ○

②配電盤類 取替 30年 ③ ○

③幹線設備
取替 30年 ③ ○

④避雷針設備
取替 40年 ③ ○

⑤自家発電設備 取替 30年 ③ ○

①情報・通信設備
取替 30年 ③ ○

②テレビ共聴設備
取替 15年 ③ ○

③光ケーブル配線設備 取替 15年 ③ ○

④インターホン設備

取替 15年 ③ ○

①屋内消火栓設備
取替 25年 ③ ○

②自動火災報知設備
取替 20年 ③ ○

③連結送水管設備
取替 25年 ③ ○

補修 15年 ③ ○

取替 30年 ③ ○

補修 10年 鉄部塗装、車止め等の取替 ③ ○

建替 30年 全部撤去の上建替 ③ ○

補修 5年 鉄部塗装、部品交換 ③ ○

建替 20年 撤去、新設 ③ ○

補修 20年 ① ○ ○

取替 20年 ① ○ ○

取替 20年 ① ○

取替 20年 ① ○

整備 20年 ① ○

②附属施設 自転車置場、ゴミ集積所

植栽

①自走式駐車場 プレハブ造（鉄骨増＋ＡＬＣ）

②機械式駐車場 ２段方式、多段方式（昇降式、

横行昇降式、ピット式）、垂直

循環方式等

１６.外構・附属施設

①外構 平面駐車場、車路・歩道等の舗

装、側溝、排水溝

囲障（塀、フェンス等）、サイ

ン（案内板）、遊具、ベンチ等

埋設排水管、排水桝等

※埋設給水管を除く

送水口、放水口、消火管、消火

隊専用栓箱等

１４.昇降機設備

①昇降機 カゴ内装、扉、三方枠等

全構成機器

１５.立体駐車場設備

アンテナ、増幅器、分配機等

※同軸ケーブルを除く

住棟内ネットワーク

インターホン設備、オートロッ

ク設備、住宅情報盤、防犯設

備、配線等

１３.消防用設備

消火栓ポンプ、消火管、ホース

類、屋内消火栓箱等

感知器、発信器、表示灯、音響

装置、中継器、受信機等

配電盤・ブルボックス等

引込開閉器、幹線（電灯、動

力）等

避雷突針・ポール・支持金物・

導

発電設備

１２.情報・通信設備

電話配電盤（MDF）、中間端子

盤

（IDF）等

１０.空調換気設備

管理室、集会室等のエアコン

管理員室、集会室、機械室、電

気室換気扇、ダクト類、換気

口、換気ガラリ

１１.電灯設備

①電灯設備 共用廊下・エントランスホール

等の照明器具、配線器具、非常

照明、避難口・通路誘導灯、外

灯等非常用照明器具内蔵蓄電池

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等

推定修繕項目
工事区

分

修繕周

期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

①共通仮設 仮設 18年 仮設事務所、資材置き場等 －

②直接仮設 仮設 18年 枠組足場、養生シート等 －

①住設機器 取替 25年 ① ○

取替 15年 ① ○

取替 15年 ① ○

取替 20年 ① ○

参照文献凡例

① 公営住宅ストック総合活用計画（公共賃貸住宅ストック総合活用計画）の策定指針（案）

② ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に関する計画（ＵＲ／2014年4月）

③ 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント（国土交通省住宅局／2008年6月）

④ 建築編 マンションの維持修繕技術（平成19年度版）（（社）高層住宅管理業協会／2007年10月）

⑤ 平成17年版 建築物のライフサイクルコスト 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（建築保全センター／2005年9月）

⑥ 長期修繕計画指導・コンサル制度 長期修繕計画作成の手引き（（社）高層住宅管理業協会 マンション保全センター／2010年7月）

１７.仮設工事

１８.専用部分

浴室ユニット

②設備機器 分電盤

給湯・暖房器、バランス釜

換気扇

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等

推定修繕項目
工事区

分

修繕周

期
想定する修繕工事の仕様

安

全

性

の

確

保

供

給

処

理

機

能

の

維

持

劣

化

の

軽

減

利

便

性

の

確

保

美

観

の

維

持

②手すり
取替 36年 全部撤去の上、アルミ製手すりに取替 ③ ○

補修 12年 点検、腐食部板金溶接補修、踏板交換等 ③ ○

取替 36年 全部撤去の上、取替 ③ ○

取替 24年 取替 ③ ○

取替 24年 取替 ③ ○

取替 36年 全部撤去の上、アルミ製フェンスに取替 ③ ○

⑤金物類

（メータボックス扉等）
取替 36年 撤去又はかぶせ工法 ③ ○

張替・

塗替
12年 床・壁・天井の塗替、張替等 ③ ○

張替・

塗替
12年 床・壁・天井の塗替等 ③ ○

取替 20年
硬質塩化ビニル管

亜鉛メッキ鋼管
①

⑤
○

取替 35年 硬質塩化ビニルライニング鋼管（コア継手） ① ○

取替 40年 ステンレス鋼管 ⑥ ○

取替 8年 支給品 － ○

②貯水槽 取替 25年 FRP製 ③ ○

補修 8年 オーバーホール ③ ○

取替 15年 ③ ○

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管 ① ○

取替 30年

タールエポキシ塗装鋼管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管排水用硬質

塩化ビニル管

耐火２層管

①

④

⑤

○

取替 30年

配管用炭素鋼鋼管

タールエポキシ塗装鋼管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

排水用硬質塩化ビニル管

耐火２層管

①

④

⑤

○

取替 50年 鋳鉄管 ① ○

取替 25年 排水用硬質塩化ビニル管 ① ○

取替 30年 ヒューム管 ④ ○

④雨水樋 取替 30年 硬質塩化ビニル管 ③ ○

補修 8年 オーバーホール ③ ○

取替 15年 ③ ○

取替 30年 配管用炭素鋼鋼管 ⑥ ○

取替 10年 － ○

取替 20年 配管用炭素鋼鋼管 ① ○

取替 50年 被覆鋼管ポリエチレン管 ① ○

②ガス管

（屋外）

立て樋

⑤排水ポンプ 排水ポンプ

９.ガス設備

①ガス管

（屋内）

ガス管

ガスメーター

８.排水設備

①雑排水管

（屋内）

共用雑排水立て管

専用雑排水枝管

②汚水管

（屋内）

共用汚水立て管

専用汚水枝管

③排水管

（屋外）
屋外排水管

①給水管 共用給水立て管

専用給水枝管

水道メーター

受水槽、高置水槽

③給水ポンプ
揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、

直結増圧ポンプ

メーターボックスの扉、パイプ

スペースの扉等

６.共用内部

①共用内部 管理員室、集会室、内部廊下、

内部階段等の壁、床、天井

エントランスホール、エレベー

ターホールの壁、床、天井、

７.給水設備

開放廊下・階段、バルコニーの

手すり、防風スクリーン

③屋外鉄骨階段 屋外鉄骨階段

④金物類

（集合郵便受等）

集合郵便受、掲示板、宅配ロッ

カー等

笠木、架台、マンホール蓋、階

段ノンスリップ、避難ハッチ、

タラップ、排水金物、室名札、

立樋・支持金物、隔て板、物干

金物、スリーブキャップ等

屋上フェンス等

参

照

文

献

修繕の目的

対象部位等
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 建替事業の実施方針 

 基本方針 

住宅ストックの老朽化に対応するため、以下の基本方針に基づき、「栄町団地」の建

替を継続するとともに、「旭団地」・「アポイ団地」において計画期間内での建替を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建替対象団地別方針 

①栄町団地 

令和 6年度から実施中の建替事業を継続し、令和 8年度は 1棟 2戸を建設します。 

様似町における定住を支える受け皿となるよう、建替により適切な居住水準の確保

を行います。 

 

②旭団地 

昭和 47 年から昭和 48 年の建設であり、既に全戸が耐用年限を経過しており老朽化

が進行している団地です。 

当該地域における定住を支える受け皿となるよう、計画期間前期に現況入居戸数（2

戸）の建替を検討し、適切な居住水準の確保を行います。 

 

③アポイ団地 

昭和 55年の建設であり、令和 7年度に耐用年限を経過し老朽化が進行している団地

です。 

当該地域における定住を支える受け皿となるよう、計画期間後期に現況入居者数（4

戸）の建替を検討し、適切な居住水準の確保を行います。 

  

○良質なストックの形成 

住宅セーフティネットとしての役割を踏まえ、様似町における定住を支える受

け皿となるよう、適切な居住水準の確保を行います。 

○少子高齢化社会等への対応 

子育て世帯から高齢者・障がい者まで幅広い世代が快適に生活できるように、

住棟・住戸のユニバーサルデザインの導入を図り、誰もが安心・安全に生活で

きる環境整備を行います。 

○整備や管理面でのコストへの配慮 

住棟・住戸及び外構の整備にあたっては、初期費用のみならず管理のしやすさ

や維持管理費用等にも留意した団地形成を図っていきます。 
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 長寿命化のための事業実施予定一覧 

 計画期間の事業実施予定 

 計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧

公営
住宅

特定
公共
賃貸
住宅

地優賃
(公共
供給)

改良
住宅

その他（　　　　　　　　　　）

法定
点検

法定
点検に
準じた
点検

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

鵜苫第1 63-1 8
準耐火
(簡2)

S63 - R8 -

鵜苫第2 53-1 4
準耐火
(簡2)

S53 - R8 -

1-1 8
準耐火
(簡2)

H1 - R8 -

1-2 8
準耐火
(簡2)

H1 - R8 -

2-1 8
準耐火
(簡2)

H2 - R8 -

2-2 10 耐火 H2 - R8 -

3-1 8
準耐火
(簡2)

H3 - R8 -

25-1 4 木平 H25 - R8 -

25-2 4 木平 H25 - R8 -

26-1 4 木平 H26 - R8 -

27-1 4 木平 H27 - R8 -

28-1 4 木平 H28 - R8 -

28-2 4 木平 H28 - R8 -

29-1 2 木平 H29 - R8 -

港町 12-1 8 耐火 H12 R8 - -

1 2 木平 R6 - R8 -

2 2 木平 R6 - R8 -

3 2 木平 R7 - R8 -

4 2 木平 R7 - R8 -

54-1 2
準耐火
(簡2)

S54 - R8 -

54-2 2
準耐火
(簡2)

S54 - R8 -

54-3 2
準耐火
(簡2)

S54 - R8 -

54-4 2
準耐火
(簡2)

S54 - R8 -

57-1 4
準耐火
(簡2)

S57 - R8 -

57-2 4
準耐火
(簡2)

S57 - R8 -

57-3 4
準耐火
(簡2)

S57 - R8 -

58-1 4
準耐火
(簡2)

S58 - R8 -

58-2 4
準耐火
(簡2)

S58 - R8 -

58-3 4
準耐火
(簡2)

S58 - R8 -

59-2 4
準耐火
(簡2)

S59 - R8 - R15に用途廃止検討

9-1 15 耐火 H9 R8 - -

10-1 20 耐火 H10 R8 - -

11-1 15 耐火 H11 R8 - -

西町

大通第1

R13.14に用途廃止検
討

R8に2戸建設予定栄町

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC
縮減効
果

(千円/
戸・年)

備考

　事業主体名： 様似町

　住宅の区分：

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度
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 新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共同施設に係る事業の実施予定一覧 

 

 

 

  

【様式３】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等）

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
(公共供給) 改良住宅その他（　　　　　　　　　　）

法定点検
法定点検に
準じた点検

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

栄町 敷地内通路
(旧住棟
除却済)

- -

アポイ 敷地内通路 S55 - R8

旭 敷地内通路 S47.48 - R8

建替にあわせて整備検討

　住宅の区分：

団地名 共同施設名 建設年度
次期点検時期 維持管理・改善事業の内容

備考

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅

法定点検
法定点検に
準じた点検

栄町
(旧住棟
除却済)

- - - - - R8 539 1棟2戸予定

アポイ 55-1 4 準耐火 (簡2) S55 - R8 R15 539 1棟4戸検討

47-5 2 簡平 S47 - R8

47-6 2 簡平 S47 - R8

48-2 2 簡平 S48 - R8

備考

旭

その他（　　　　）

団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度

次期点検時期 新規又は
建替整備
予定年度

LCC
（千円/
戸・年）

R12 539 1棟2戸検討

【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧

公営
住宅

特定
公共
賃貸
住宅

地優賃
(公共
供給)

改良
住宅

その他（　　　　　　　　　　）

法定
点検

法定
点検に
準じた
点検

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

4-1 12 耐火 H4 - R8 -

5-1 12 耐火 H5 - R8 -

6-1 12 耐火 H6 - R8 -

59-1 8
準耐火
(簡2)

S59 - R8 -

60-1 8
準耐火
(簡2)

S60 - R8 -

61-1 8
準耐火
(簡2)

S61 - R8 -

30-1 3 木平 H30 - R8 -

R1-1 3 木平 R1 - R8 -

R2-1 3 木平 R2 - R8 -

アポイ 55-1 4
準耐火
(簡2)

S55 - R8 -
R14に除却検討
R15に4戸建設検討

47-5 2 簡平 S47 - R8 -

47-6 2 簡平 S47 - R8 -

48-2 2 簡平 S48 - R8 -

公営
住宅

特定
公共
賃貸
住宅

地優賃
(公共
供給)

改良
住宅

その他（　　　　　　　）

法定点
検

法定
点検に
準じた
点検

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

港町 12-1 4 耐火 H12 R8 - - 公営住宅と同じ棟

大通第2

錦町

平宇

旭
R11に除却検討
R12に2戸建設検討

備考

　住宅の区分：

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC
縮減効
果

(千円/
戸・年)

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC
縮減効
果

(千円/
戸・年)

備考

　事業主体名： 様似町

　住宅の区分：

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度
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１．策定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．策定委員会開催経緯 

策定委員会 
第 1回：令和 7年 11月 5日（水） 

第 2回：令和 8年 2月 18日（水） 

 

 

３．策定委員会名簿 

 職 等 

委員長 副町長 

 

 

 

 

委  員 

総務課   課長 

〃     財政係長 

企画調整課 課長 

税務町民課 課長 

保健福祉課 課長 

建設水道課 課長 

〃     参事 

〃     管財・住宅係長 

〃     建築係長 

[オブザーバー] 日高振興局 建設指導課 建築住宅係長 

〃     建築住宅係技師 

[オブザーバー] ㈱ドーコン 総合計画部 副主幹 
 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

1.公営住宅等ス
トックの現況

2.公営住宅等長
寿命化計画の基
本方針

3.公営住宅等長
寿命化計画の対
象と事業手法の
選定

4.長寿命化のた
めの実施方針

■打合せ・委員会

備考

項目 備考9月 10月 11月 12月

令和7年

1月 2月

令和8年

8月7月6月

打
合
せ
①

打
合
せ
②

策

定

委
員
会

②

打
合
せ
③

打
合
せ
④

打
合
せ
⑤

委
員
会
①


